
※辰已価格￥408,300（税込）を東京大学生協にてご購入の場合。

短期合格者と同じ！「アウトプット重視」の基礎講座。
2026 年からの CBT 対策に完全対応したオプション講座群。

基礎集中講義

いつでも受講開始可能。受け方は自由自在、部活で忙しい学生の
方も安心。あなただけのカリキュラム設定が可能です。

通信部WEB 受講 / 全 312 時間

受講者フォロー充実！
納得の￥387,855※

Together We Walk.
一緒に歩む 312時間。
1. Web講義だから好きな時に聞くことができる
2. ユニット制で受講しやすい
3. テキスト・配布資料もすべてダウンロードできる
4. 講座音声もダウンロードできる
5. 記憶アプリでスキマ時間を記憶の時間へ

合格総合プロデューサー合格総合プロデューサー

原   孝至原   孝至先生先生

短答復習アプリ 定義記憶アプリ原先生がオンライン＆
オフラインでサポート

移動時間が復習時間に
早変わり

記憶アプリ導入記憶アプリ導入学習サロン＆講義音声 DL

受け方は自由自在、部活で忙しい学生の
方も安心。あなただけのカリキュラム設定が可能です。

法律知識ゼロから予備試験合格を狙う!

ここが凄い基礎集中講義。

（税込）



解くため、書くための
思考と知識を習得します。
辰已専任講師・弁護士
原  孝至先生
早稲田大学法学部卒・早稲田大学法科大学院 ( 未修者コース ) 修了。司法試
験合格直後から辰已法律研究所の教壇に立ち、辰已のスタンダード論文答練、
全国公開模試を通じて 1,000 通以上の答案を採点・添削。2012 年以降は
辰已法律研究所で毎年基幹講座を担当している。

●基礎１周目　全 36 時間
オリエンテーション　1 時間
憲法・民法・刑法・商法・民訴法・
刑訴法・行政法　各５時間

●基礎２周目　全 276 時間
憲法 30 時間 / 民法 66 時間 /
刑法 45 時間 / 商法 30 時間 /
民訴 27 時間 / 刑訴 27 時間 /
行政 27 時間 / 民事実務 12 時間 /
刑事実務 12 時間

通信部WEB スクール

●基礎１周目
①講座テキスト
②講師作成レジュメ
●基礎２周目
①スタンダードテキスト
②基本事例問題 100
③実務基礎ハンドブック

科目

受講形態

教材（冊子版 /PDF 版）

講座仕様

辰 已 の 基 礎 集 中 講 義 ［ 講 座 仕 様 ］辰 已 の 基 礎 集 中 講 義 ［ 講 座 仕 様 ］
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辰已の論文答案個別指導
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基礎集中講義 予備試験対策オプション

1年目 2年目

7月

1日 1unit なら 1年で  修了できる 2年目からは予備試験対策講座に Step up

憲法
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刑法
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商法
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民事
訴訟法
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刑 事
訴 訟法
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民実
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導入
講義
36unit

全 312unit/ 全 312 時間

36h 本体講義 276h

書く 解く

基礎力パック対象講座

辰已の基礎講座はあなたのライフスタイルに合わせた
あなただけのカリキュラムで学習できます。

◇受講スタイル

基礎・短答・論文を同時進行。
これが短期合格者共通の学習法。
学生はこう合

う か
格る

学生の強みは時間の融通が利くところにあります。この利点を活かし
て、短期合格者の学習方法をまねましょう。具体的には、とにかく積
極的に短パフェ（右写真）を解き、答案を書きましょう。学習初期から、
解けば解くほど、書けば書くほど合格に近づきます。その上で、学校
の行き帰りとスキマ時間に、講義の復習と暗記物を突っ込むのがおス
スメです。集中力を高め、短答を約 3か月で突破した方もいます。ぜ
ひ頑張ってください。

こんな講座です !
インプット偏重の旧来の入門講座ではなく、予備試験の傾向に合わせ、短期合格者の勉強法を取り
入れた最新の法律入門講座です。

講師は基礎講座担当歴 10年以上のプロ講師・原孝至先生が担当します。原先生の講義
は「法律の講義なのに授業が面白いのは初めて」と評判で、「1時間の講義があっという間」

と評判です。ぜひYouTubeの無料体験講義を受講してみて下さい。他校の基礎講座とは違うと思っ
て頂けるはずです。

レジュメは法律資格専門予備校として 50年の歴史を持つ辰已法律研究所が作った「予
備試験合格これ１冊」のスタンダードテキストと初学者でも勉強しやすい論文問題を全

科目で 100 セレクトしたアウトプット教材「基本事例問題 100」をご用意しました。予備試験合
格に必要な知識の 9割が網羅されています。

 次に学習フォローとして講座専用アプリをご提供します。移動時間、待ち時間を勉強時間
に代えて頂けるよう、短答・論文それぞれのアプリをご用意。さらに毎回の講義は音声デー

タでご提供。スマホに落とせば、移動中も講義を聴くことができます。

Teacher

Tools

Teaching
Materials



【憲法】 
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第２章 包括的基本権

第１節 幸福追求権 

（個人の尊重，生命・自由・幸福追求の権利の尊重） 

第13条 すべて国民は，個人として尊重される。生命，自由及び幸福追求に対する国民の権利

については，公共の福祉に反しない限り，立法その他の国政の上で，最大の尊重を必要とす

る。

13条前段の個人の尊重は，後段の「立法その他の国政の上で，最大の尊重を

必要とする」と一体化し，「個人の尊厳」原理が，立法・行政・司法の各国家作

用に貫徹されなければならないということを規定する。したがって，13条は，

人権保障の一般原理を示したものであるということができる。 

ここでは，それにとどまらず，幸福追求権それ自体に具体的権利性を認めるこ

とができるか，その内容をどう考えるべきかが問題となる。 

Ⅰ 幸福追求権の具体的権利性 

第１ 議論の背景 

1960年代以後，従来の人権カタログには含まれない「新しい人権」が唱

えられるようになった。環境権，日照権，眺望権，情報権，アクセス権，

プライバシー権，嫌煙権，さらには，豊かに生きる権利というようなもの

まで，数えあげればきりがないほどである。このような新しい人権が主張

されるようになった要因としては，次のようなことが考えられる。 

① 国民の憲法意識が高まり，憲法が国民の日常生活のうちに浸透した 

こと 

② 憲法制定後今日に至るまでの社会的変動が激しく，また国民の要求が

多様化したこと 

③ 新しい社会的要求に対して，政治部門の対応が遅れることがあること 

④ 社会的変動に応じなければならないという現代の法秩序の基本課題か

らみて，憲法の諸規定を，人権の実質的保障のために，時代の要求に適

応するように生かさなければならないこと 
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第２ 具体的権利性の有無 
 

 

 

 

 

 

Ａ 消極説 

具体的権利を保障したものではない。  
（理由） 

① 具体的内容をもった法的権利というにはあまりにも漠然としている。 ② 憲法には詳細な人権規定がある。 
③ 国政の一般原理の宣言と個別的具体的権利の保障とは両立しない。  

Ｂ 積極説（通説） 
具体的権利を保障したものである。  

（理由）  

① 憲法の人権宣言のカタログは歴史的に認められた重要性のあるものを列挙したにとどまり，人権がそれに尽きるという趣旨ではない。 ② 憲法制定当時は予想もしなかった法益侵害が，社会の進歩・複雑化に伴って生じてきており，これを憲法上の権利とみて救済する必要が生じている。 ③ アメリカ独立宣言当時の幸福追求権は，個別的・具体的権利を内実とするものであった。 
 

□判例 京都府学連事件 最大判昭44.12.24，百選Ⅰ№18 【事案】 

京都府学連主催のデモ行進に参加した際に警察官に写真を撮影されたデモ隊員が，
肖像権の侵害としてその適法性を争った。  
【判旨】 

「個人の私生活上の自由の１つとして，何人も，その承諾なしに，みだりにその
容ぼう・姿態を撮影されない自由を有する」。「これを肖像権と称するかどうかは別
として，少なくとも，警察官が，正当な理由もないのに，個人の容ぼう等を撮影す
ることは，憲法13条の趣旨に反し，許されない」。  

□判例 最判平17.11.10 
【事案】 

本件写真週刊誌のカメラマンは小型カメラを法廷に隠して持ち込み，刑事手続に
おける被疑者Ｙの動静を報道する目的で，裁判所の許可を得ることなく，かつＹに
無断で，傍聴席からＹの容ぼう，姿態を写真撮影した。本件写真は，手錠をされ，
腰縄を付けられたＹをとらえたものであった。その後，写真週刊誌を発行している
会社Ｘは，本件写真を主体とした記事を掲載した雑誌を発行したが，この記事には
Ｙが手錠をされ，腰縄を付けられた状態であることをことさら指摘する記載があっ

幸福追求権の具体的権利性の有無は，以上のような背景において 主張されるようになった権利が侵された場合に憲法に基づき裁判上の救済を受けることができるかという問題である。  

論点０１ 

◇スタンダードテキスト

◇講義レジュメ「基本事例問題 100」

スタンダードテキストは、法律
を学ぶ学生の皆さんが基礎知識
を効率的に習得できるよう設計
された教材です。このテキスト
の最大の特徴は、その名前が示
す通り「これ 1冊」で完結する
ことにあります。法律学習にお
いて必要な重要判例や基本的な
学説を網羅しており、学習過程
で追加の文献を探す手間を省く
ことができます。

「これ 1 冊」スタンダードテキストの特徴と価値

Point
事案は図式化され、初学者が視覚的に理解できるよう工
夫されています。

Point
答案作成時の思考の流れに沿った「穴埋め型答案例」を
使い、知識を試験で求められる形で定着させます。身に
つけるべき規範、言い回しが穴埋め式になっています。

Point
事案に則した実益を確認し、法律上の主張・反論を
行うために必要な知識を学びます。

講義では、原講師とともに司
法試験・予備試験の問題を単
純化した「基本事例問題」を
検討しながら（OUTPUT）、
試験に合格するために必要な
知識を、必要な形で入れてい
きます（INPUT）。

テキスト見本
はこちら

受講生の声
基本から細かく書いてあって、
科目ごとに全体の流れが分
かったっていう面ではとても
よかったと思います。
判例の引用なども判旨の重要
な部分の引用が多くされてい
て、それがとてもわかりやす
かったと思います。

受講生の声
穴埋めの形式がとられてい
ることで、初学者にも重要
な部分が一目で分かりまし
た。

辰 已 の 基 礎 集 中 講 義 ［ 教 材 ］



■辰已の基礎講座受講のきっかけ・選んだ理由
独学で孤独を味わっていたので、予備校では先生や同志との交流
が欲しいと思い、通学が可能な中から選びました。いくつかの予
備校を体験受講したりサンプル講義を聞いた中で原先生の基礎講
座を選んだのは、一番お話が面白かったからです。他の予備校で
はテキストを読み上げるようなスタイルの講義が多かったですが、
原先生はご自身のエピソードや実務の経験を交えた漫談（！？）
を繰り広げてくださるので、飽きずに続けられる、また、記憶が
定着しやすそうに感じました。

■辰已の基礎講座を受けてみて
基礎講座は音声ダウンロードができるので、司法試験直前まで約 
4 年間、移動中や家事時間に聞いていました。全講義 10 回ずつ
くらい聞いたと思います。ですので先生の交友関係や家族構成は
完璧に頭に入っています（笑）。そして、原先生は初学者向けに「厳
密にいうと若干正確ではないんだけど、単純化するとこういうこ
と」という説明を頻繁にしてくださったのですが、これが口述試
験の勉強にとても役に立ちました。口述では問いに即答しないと
いけないので、単純化して頭に入れておくのが大事だからです。

■辰已の基礎講座を受けてみて
私にとって特に大きかったのは、基礎講座と答練（模試等含む）、
福田先生のアドバイスでした。
原先生の基礎講座は話が面白く、かつ、わかりやすいもので、全
体像を把握するのに非常に良かったです。あくまでも基礎講座で
すので、細部には至りませんが、私のように法学部出身でなくロー
スクールにも通っていなかった者にとっては、全体像が見えると
いうことがとにかく大きかったです。

■辰已の基礎講座を受けてみて
私は元々予備試験を目指していたこともあり、基礎講座や論文答
練も予備試験対策のものを受講していました。
ただ、そこで学んだことや論文作成の技術は、当然司法試験にも
活きてきます。予備試験、司法試験に関わらず、基礎講座等です
べての科目について全般的な知識を入れつつ、それとほぼ同時並
行的に答練を受けて実際に答案を書いてアウトプットすることで、
自分の理解の足りない部分等を効率的に学ぶことができます。

原先生のエピソードや実務を交えた講義が面白く、 
飽きずに、記憶が定着しやすかった。

原先生の基礎講座は話が面白く、
かつ、わかりやすいものだった。

基礎講座受講と論文アウトプットの
同時並行が効率的な学習法だった。

R.K さん
京都大学教育学部 2023 年予備試験合格

S.K さん
早稲田大学第一文学部一橋大学法科大学院【既修】
2023 年入学・2025 年修了予定
2023 年予備試験合格

A. S さん
大阪公立大学法科大学院【既修】

◇基礎集中講義を推薦します。

サンプル授業配信中！ 資料請求随時受付中

東京大学生協ならお得に申込が可能です。

パンフレットの
資料請求

基礎集中講義
のＨＰ

カタログCD：NY250616-01M　有効期限 2025年12月31日

https://service.tatsumi.co.jp/

辰 已 法 律 研 究 所
Tokyo/Osaka　提携校：Okayama　WEBスクール：https://tatsumi-ws.com/

予備試験合格
法律知識法律知識ゼロゼロからからGOALGOALを狙う !を狙う !

集中基礎
講義法律基礎講座

法律知識ゼロから、予備試験合格を狙う！

2026年からのCBT対策に完全対応した

オプション講座を用意。
オプション講座を用意。

フォロー体制充実！

講師に直接相談・質問ができる！

2026年からのCBT対策に完全対応した

予備試験 2026年 or 2027年合格目標

目的に合わせて学べるユニット制。

法律知識ゼロから、予備試験合格を狙う！

予備試験 2026年 or 2027年合格目標

短期合格者と同じ！

「アウトプット重視」の基礎講座。

専門スタッフによる無料受講相談実施中！
無料受講相談で不安を解消！
講座の詳細や受講にまつわる相談等々、
専門スタッフが親身かつ丁寧にお応えします。
利用方法 ［電話］ 03-3360-3371（代表） 
            ＊受付時間／ 12:00 ～18:00（火曜日定休）
　　　　 ※お電話での相談時間はお一人様 30 分以内とさせて頂きます。
　　　　 ［メール］ info1@tatsumi.co.jp

明日の私は
きっと輝いている。

記憶定着アプリ導入

利用方法

WEB はこちら

辰 已 の 基 礎 集 中 講 義 ［ 推 薦 文 ］


